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第８９号議案 長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例
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１ 改正の理由
長崎市福祉医療費支給条例（以下「条例」という。）における扶養義務者等の所得限度額につい

ては、児童扶養手当法施行令（以下「令」という。）の規定を引用しているが、令の一部が改正さ
れたことに伴い、条例の引用部分を見直す必要があるため。

２ 改正の内容
条例において、ひとり親家庭に対する福祉医療費については、その支給要件として所得限度額を

設けており、その額は児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額と同額として、令の規定を引
用している。
令和6年7月31日に、令の一部を改正する施行令が公布され、条例が引用する条文内に項ずれが生

じたことに伴い、条例の一部を改正するもの。

○児童扶養手当法施行令 第2条の4

３ 施行期日

令和6年11月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る福祉医療費から適用

－２－

改正前の規定内容 改正後

第4項 手当の第2子加算に係る一部支給停止額

第3子以降加算額が第2子加算額
と同額に引上げとなったことに
伴い、第4項で第2子以降加算に
係る一部支給停止額を規定

第5項 手当の第3子以降加算に係る一部支給停止額 第5項に項ずれ

第6項 所得とみなす養育費の計算方法 第6項に項ずれ

第7項 養育者（祖父母等）が受給者である場合の所得制限限度額 第7項に項ずれ

第8項 扶養義務者の所得制限限度額 （削除）



４ 新旧対照表

－３－

改正後 改正前

○長崎市福祉医療費支給条例 ○長崎市福祉医療費支給条例

（支給の制限） （支給の制限）

第５条 ［略］ 第５条 ［略］

２ 母子家庭の母及び母子家庭の子に係る福祉医療費は、母子家庭
の母又は現にその母と生計を同じくするその母の配偶者若しくは
その母の扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得（１月から
１１月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前
年の所得とする。次項及び第４項において同じ。）が、児童扶養
手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第２条の４第２項又
は第７項に定める額以上であるときは、支給しない。

２ 母子家庭の母及び母子家庭の子に係る福祉医療費は、母子家庭
の母又は現にその母と生計を同じくするその母の配偶者若しくは
その母の扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得（１月から
１１月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前
年の所得とする。次項及び第４項において同じ。）が、児童扶養
手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第２条の４第２項又
は第８項に定める額以上であるときは、支給しない。

３ 父子家庭の父及び父子家庭の子に係る福祉医療費は、父子家庭
の父又は現にその父と生計を同じくするその父の配偶者若しくは
その父の扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得が、児童扶
養手当法施行令第２条の４第２項又は第７項に定める額以上であ
るときは、支給しない。

３ 父子家庭の父及び父子家庭の子に係る福祉医療費は、父子家庭
の父又は現にその父と生計を同じくするその父の配偶者若しくは
その父の扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得が、児童扶
養手当法施行令第２条の４第２項又は第８項に定める額以上であ
るときは、支給しない。

４ 父母のない子に係る福祉医療費は、その子と同居してこれを監
護し、かつ、その生計を維持する者（以下「養育者」という。）
又は現にその養育者と生計を同じくするその養育者の配偶者若し
くはその養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持する者の
うちいずれかの者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第２条
の４第６項又は第７項に定める額以上であるときは、支給しない。

４ 父母のない子に係る福祉医療費は、その子と同居してこれを監
護し、かつ、その生計を維持する者（以下「養育者」という。）
又は現にその養育者と生計を同じくするその養育者の配偶者若し
くはその養育者の扶養義務者でその養育者の生計を維持する者の
うちいずれかの者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第２条
の４第７項又は第８項に定める額以上であるときは、支給しない。

５ ［略］
第６条～第16条 ［略］

附 則
（施行期日）

１ この条例は、令和６年11月１日から施行する。
（経過措置）

２ 改正後の長崎市福祉医療費支給条例の規定は、この条例の施
行の日以後に行われた医療に係る福祉医療費から適用し、同日
前に行われた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例
による。

５ ［略］
第６条～第16条 ［略］



【参考資料】（※こども家庭庁ホームページより引用）
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